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船舶事故調査報告書 

 

                               令和６年３月６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

                         委   員  上 野 道 雄 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員負傷（１件目の事故） 

衝突（消波ブロック）（２件目の事故） 

発生日時 令和５年８月１９日 ２０時０５分ごろ（１件目の事故） 

令和５年８月１９日 ２０時２０分ごろ（２件目の事故） 

発生場所 （１件目の事故） 

岐阜県岐阜市長
なが

良
ら

橋上流側 

長良福光四等三角点から真方位１０７°５００ｍ付近 

（概位 北緯３５°２６.４′ 東経１３６°４６.５′） 

（２件目の事故） 

岐阜県岐阜市長良橋下流側 

早田
そうでん

東四等三角点から真方位２１０°２７０ｍ付近から真方位  

０７１°２００ｍ付近の間 

（概位 北緯３５°２６.１′ 東経１３６°４５.７′から北緯 

３５°２６.２′ 東経１３６°４５.９′の間） 

事故の概要 （１件目の事故） 

 旅客船三法師
さ ん ぼう し

丸は、航行中、竿
さお

が折れて乗組員が負傷した。 

（２件目の事故） 

旅客船 篝
かがり

火
び

丸は、航行中、長良川右岸の消波ブロックに衝突し

た。 

篝火丸は、旅客２名が負傷し、柱等に破損が生じた。 

事故調査の経過 令和５年８月２１日（２件目の事故）及び令和５年９月６日（１件

目の事故）、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務所）ほか

１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

（１件目の事故） 

Ａ 旅客船 三法師丸、１.７トン 

２４０－６０５７９岐阜、岐阜市（Ａ市） 

１１.２７ｍ（Lr）×２.５０ｍ×０.５３ｍ、木 

機関なし、平成１９年７月 

（２件目の事故）  

Ｂ 旅客船 篝火丸、トン数不詳  

２４０－３５０５４岐阜、Ａ市 
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１１.４３ｍ（Lr）×２.４０ｍ×０.５４ｍ、木 

機関なし、平成５年８月 

（写真１ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ Ａ船及びＢ船 

 乗組員等に関する情報 （１件目の事故） 

Ａ 船長Ａ ５０歳 

乗組員Ａ ５５歳 

（２件目の事故） 

Ｂ 船長Ｂ ５９歳 

 死傷者等 （１件目の事故） 

Ａ 軽傷 １人（乗組員Ａ） 

（２件目の事故） 

Ｂ 軽傷 ２人（旅客） 

 損傷 （１件目の事故） 

Ａ なし 

（２件目の事故） 

Ｂ 柱及び安全棒に破損 

 気象・海象 気象：天気 雨、風向 東、風力 不詳、視界 不良 

岐阜市には、８月１９日０４時２３分に雷注意報が発表され、

本事故時も継続中であった。 

美濃地方には、８月１９日１５時３３分に竜巻注意情報が発表

され、本事故時も継続中であった。 

長良橋から南方約４.５km に位置する岐阜地方気象台における

８月１９日の気象観測値は、次のとおりであった。 

時刻 

（時：分） 

風向・風速（m/s） 

平 均 最大瞬間 

１６：００ 南南西 ４.３ 南 ６.２ 

１８：００ 南 ４.５ 南  ６.４ 

１９：３０ 南 ３.５ 南南西  ６.２ 

１９：４０ 南 ２.９ 南  ５.８ 

１９：５０ 北東 ５.０ 北東 ９.６ 

２０：００ 北東 ６.１ 北北東 １１.８ 

Ｂ船 Ａ船 
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水象：岐阜市長良橋にある国土交通省長良水位観測所の８月１９日の

水位の観測値は、次のとおりであった。 

時刻（時） 15 時 16 時 17 時 18 時 19 時 20 時 21 時 

水位（ｍ） 15.09 15.08 15.07 15.06 15.05 15.04 15.04 

日没時刻：１８時３８分ごろ（岐阜） 

２０：１０ 北東 ９.１ 北東 １３.１ 

２０：２０ 東北東 ７.５ 北東 １２.１ 

２０：３０ 東北東 ４.８ 北東 ８.４ 

 事故の経過 

 

（１件目の事故） 

 Ａ船は、船長Ａ及び乗組員Ａが乗り組み、旅客１７人を乗せ、乗組

員Ａが竿を使用して行きあしをつけるなどする舳
へ

乗りとして船首部

で、船長Ａが竿及び櫂
かい

を使用して舵を取るなどする艫
とも

乗りとして船尾

部でそれぞれ配置につき、鵜飼観覧の目的で、令和５年８月１９日 

１８時４５分ごろ、長良橋上流の長良川左岸（以下「左岸」とい

う。）側の河原（以下「本件河原」という。）に向けて長良橋下流の左

岸の乗船場（以下「乗船場」という。）を出航した。 

Ａ船は、本件河原に到着後、船首を北方に向け船尾を本件河原の岸

に引き揚げて、鵜飼船が上流から下ってくるのを待った。 

（図１ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※国土地理院 Web サイト地図を加工して制作 

図１ 長良橋付近の状況 

 

 Ａ船は、６隻の鵜飼船が下ってくる中、他の２隻のＡ市所有の観覧

船（以下「観覧船」という。）と船団を組んで４隻目の鵜飼船と並走

して鵜飼を観覧する「狩
．
り
．
下り
．．

」を行うこととなっていた。 

船長Ａは、風が強くなってきたのを認め、本件河原を離れる前に、

乗組員Ａに風の強さ及び向き、川の流速の状況を見て、他の観覧船と

の間隔を調整するよう指示した。 

 Ａ船は、狩り下り
．．．．

の順番がきたので、本件河原を離れ、Ａ船と他の

２隻の観覧船をロープで結んで、１９時５５分ごろ狩り下り
．．．．

を開始し

た。（写真２参照） 

乗船場 

本件河原 

Ａ船を引き

揚げた場所 
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写真２ 観覧船のロープでの連結例 

 

 Ａ船は、狩り
．．

下り
．．

が終了し、他の２隻と離れたのち、西進中、強い

東風を船尾方から受ける状況下、本件河原に接近しようと考えた船長

Ａの指示を受けた乗組員Ａが竿を川下側に入れて複数回さ
．
し
．
たとこ

ろ、２０時０５分ごろ竿が折れて乗組員Ａが右手に裂傷を負った。 

 Ａ船は、船長Ａが竿で操船して、長良橋付近の浅瀬で停止し、近く

で待機していたＡ市所有の警備船（以下「警備船」という。）に乗船

場までえい
．．

航された。 

 Ａ船とロープで結ばれていた２隻の観覧船のうち、船外機が装備さ

れていた１隻は、自力で予定していた長良川右岸（以下「右岸」とい

う。）まで移動して係留され、また、船外機が装備されていなかった

他の１隻は、長良橋付近まで流され、警備船に救助されたのち、乗船

場までえい
．．

航された。 

（２件目の事故） 

 Ｂ船は、船長Ｂ及び乗組員１人（以下「乗組員Ｂ」という。）が乗

り組み、旅客１７人を乗せ、乗組員Ｂが舳乗りとして船首部で、船長

Ｂが艫乗りとして船尾部でそれぞれ配置につき、鵜飼観覧の目的で、

令和５年８月１９日１８時１５分ごろ、本件河原に向けて乗船場を出

航した。 

Ｂ船は、１８時３０分ごろ船首を北方に向け船尾を本件河原の岸に

引き揚げて、鵜飼船が上流から下ってくるのを待った。 

 Ｂ船は、他の２隻の観覧船（以下「Ｃ船」及び「Ｄ船」という。）

と船団を組んで５隻目の鵜飼船と狩り下り
．．．．

を行うこととなっていた。 

 Ｃ船及びＤ船は、Ｂ船の川上側に船尾を引き揚げて鵜飼船を待っ

た。 

 船長Ｂは、東風が強かったが狩り下り
．．．．

が可能と判断した。また、雨

雲が接近しているような兆候も感じなかったので急激に天候が悪化す

るとは思わなかった。 

船長Ｂは、本件河原を離れる前に、乗組員Ｂに竿で前進行きあしを

つける必要はなく、必要に応じて行きあしを止めるように指示した。 
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 Ｂ船は、狩り下り
．．．．

の順番がきたので、本件河原を離れ、Ｂ船の右舷

船尾から２番目の柱とＣ船の左舷船首側の柱をロープで結び、Ｃ船と

Ｄ船も同様にロープで結んで、２０時００分ごろ狩り下り
．．．．

を開始し

た。 

Ｂ船は、西進中、船長Ｂが、東風が更に強くなるなどしたので、危

険を感じて、２０時０３分ごろＣ船の船首部の乗組員にＢ船とＣ船を

結んでいたロープを外すように指示し、本件河原に避難する目的で船

首を北方に向けて本件河原に接近しようとしたものの船尾方から風を

受けて接近することができず、Ｂ船は船首を北方に向けて川の流れに

対して横を向いた状態で流された。 

本件河原にいた運航管理者は、Ｂ船の船団の次に本件河原を出航し

ていた船団の観覧船に本件河原に戻るように、また、本件河原にいた

観覧船に待機するよう指示した。 

 船長Ｂは、流される方向に他の観覧船を認め、同船の川下側に船首

を本件河原に向けて乗り揚げて避難しようと船尾を右舷方に振った

が、Ｂ船は、東風に押されて本件河原に接近することができずに、川

の流れに対して横を向いた状態で流された。 

安全統括管理者は、Ａ市鵜飼観覧船事務所（以下「観覧船事務所」

という。）からＢ船、Ｃ船及びＤ船が流されていくのを認めた。 

 船長Ｂは、視界が悪くて適切な錨の投入場所を特定することができ

ず、また、投入した場合に転覆するおそれ
．．．

があると思ったので錨を投

入することなく操船を続けた。 

Ｂ船は、船長Ｂが船首を川下に向けようと操船したが反転して船首

が川上を向いて流されるようになり、船長が川の流れに対して横にな

らないように操船していたところ、長良橋と金華
き ん か

橋との間の右岸に接

近し、２０時２０分ごろ右岸に設置されていた消波ブロックに左舷の

柱、安全棒等が数回衝突した。（写真３参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ Ｂ船の内部 

 

船長Ｂは、長良橋と金華橋の間を流されている間、櫂で操船してい

船尾 

屋根 

柱 
安全棒 
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たが、櫂が水中の障害物に当たり、その反動で右舷側に落水したもの

の、船縁に手が掛かったので、自らＢ船に身体を引き揚げて、操船を

続けた。落水した際、腰巻式の膨張式救命胴衣が膨張した。 

 Ｂ船は、２０時３０分ごろ金華橋下流の右岸側の浅瀬に船首を川上

に向けて船尾から乗り揚げた。 

 乗組員Ｂは、流されないように錨を投入した。 

 船長Ｂは、旅客の負傷の有無及び船体の状態を確認したのち、観覧

船事務所に本事故の発生を報告した。 

 観覧船事務所の職員は、２０時４９分ごろ本事故の発生を消防署に

通報した。 

 船長Ｂは、警備船で来援した運航管理者と協議して、旅客を下船さ

せて車で観覧船事務所に送ることとし、右岸側の河原に旅客を下船さ

せていたところ、旅客２人から体調不良との申出を受けた。 

旅客２人は、手配された車で病院に搬送され、膝の打撲、腰の打撲

と診断された。（図２参照） 

 

 

 

 

船尾                                  船首 

   負傷した旅客       折れた柱      折れた安全棒 

図２  乗船者等の配置 

 

 その他の旅客は、手配した車で、観覧船事務所に戻り、Ｂ船は、翌

日警備船により乗船場までえい
．．

航された。 

 Ｃ船及びＤ船は、Ｂ船等と結んだロープを外したのち、強い東風を

受けて流された。 

Ｃ船は、Ｃ船の船長が岸に寄せようとしたところ船首が川上を向く

状態となり、長良橋と金華橋の中間付近の右岸寄りの場所で錨を投入

して船首を川上に向けて停止し、警備船により乗船場までえい
．．

航され

た。 

Ｄ船は、流されている間に船首方位が１回転したのち、長良橋と金

華橋の中間付近の左岸寄りの場所で錨を投入して船首を川上に向けて

停止し、警備船により乗船場までえい
．．

航された。 

（写真 ４参照） 

 

 

 

 

 

船長Ｂ 乗組員Ｂ 旅客区画 
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写真４ Ｂ船等に装備されていた錨 

 

（付図１ 事故発生経過概略図（Ａ船）、付図２ 事故発生経過概略

図（Ｂ船）、付図３ Ｂ船の柱、安全棒の損傷状況 参照） 

 その他の事項 （１件目及び２件目の事故） 

(1) 安全管理に関する情報 

① 安全管理体制等に関する情報 

 Ａ市は、本事故時、安全統括管理者、副運航管理者が観覧船

事務所で、運航管理者が本件河原で、運航管理補助者が長良橋

付近の警備船に乗船するなどして待機していた。 

 警備船は、落水者、流された観覧船の救助等の目的で３隻配

備されていた。 

② 安全管理規程に関する情報 

 Ａ市が定めた安全管理規程の運航基準における運航の可否判

断に関する規定は、次のとおりであった。 

（発航の可否判断） 

第２条 運航管理者は、流域河川の気象及び水象が次に掲げる

条件の一つに達していると認めるときは、発航を関係者と協

議して中止しなければならない。 

（１）長良川の水位が長良橋水位計において１６.１５ｍに達し

ているとき、又は観覧船運航時間内に達するおそれがある

とき。 

（２）岐阜地方気象台から岐阜県美濃地方（岐阜・西濃地区）

に、暴風警報が発せられたとき。 

（３）前項（１）、（２）及び、その他危険が予想されると判断

するとき。 

（略） 

第３条 船長は、流域河川の気象及び水象が次に掲げる条件の

一つに達していると認めるときは、発航を運航管理者と協議

して中止しなければならない。 

（１）長良川の水位が長良橋水位計において１６.１５ｍに達し

ているとき、又は観覧船運航時間内に達するおそれがある

とき。 

（２）岐阜地方気象台から岐阜県美濃地方（岐阜・西濃地区）
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に、暴風警報が発せられたとき。 

（３）前項（１）、（２）及び、その他危険が予想されると判断

するとき。 

（略） 

（基準航行の可否判断等） 

第４条 船長は、基準航行を継続した場合、気象の急変等によ

り安全な航行が困難となるおそれがあると認めるときは、運

航管理者と協議し、基準航行の中止等、適切な措置をとらな

ければならない。 

（１）運航管理者は、安全統括管理者を含めた安全運航監視委

員会を随時実施し、適切な安全措置・指導をしなければな

らない。 

 風に関する発航中止の条件は、岐阜県美濃地方（岐阜・西濃

地区）に暴風警報が発表された場合のみで、具体的な風速の条

件は規定されていなかった。なお、岐阜市の暴風警報は、平均

風速が１７m/s に達すると予想された場合に発表されることと 

なっていた。 

Ａ市は、風が強い場合、観覧船が停泊した状態で鵜飼を観覧

する「付け見せ
．．．．

」に変更するなどの措置を採っており、また、

平均風速が１０m/s を超える場合は、風向にもよるが運航を中止

する場合もあった。 

(2) 気象及び水位の観測に関する情報 

① 気象 

 安全統括管理者、運航管理者、船長Ａ、船長Ｂ並びにＣ船及

びＤ船の船長は、インターネット等により岐阜地方気象台の観

測値等を入手していたが、本事故時、雷注意報及び竜巻注意情

報が発表されていたことを知らなかった。 

 安全統括管理者は、インターネットで雨雲の接近を認め、観

覧船の船長等に雨雲の接近等を伝えたが、既に強い風が吹いて

いた。 

 船長Ａ及び船長Ｂは、狩り下り
．．．．

の目的で本件河原を出航する

前に、安全統括管理者から雨雲が接近しているとの連絡を受け

ていなかった。 

② 水位 

 安全統括管理者及び運航管理者は、国土交通省がインター 

ネット上で公表している長良水位観測所の水位情報を入手し、

観覧船事務所内に掲示していたが、本事故当日は、同水位の数

値が前日から変わらないので水位計が故障している可能性もあ

ると思い、鵜匠代表が長良橋水位表示塔で、同日早朝に確認し

た水位１５.２ｍを観覧船事務所内に掲示していた。 



- 9 - 

(3) 出航までの打合せ等に関する情報 

 運航管理者は、８月１９日１６時００分ごろ副運航管理者等の

運航管理関係者と鵜飼観覧の方法等について協議し、水位が基準

内であり、天候も悪くないので、観覧船３０隻に旅客約６２０人

を乗せて鵜飼観覧を行うこととし、本件河原の上流に９隻、本件

河原付近に２１隻が待機し、狩り下り
．．．．

で観覧することとした。 

 また、本件河原付近の２１隻は、８船団に分けて、１船団～３

船団は２隻で、４船団～８船団は３隻で船団を組むこととした。 

 船長Ａ及び船長Ｂは、１６時００分ごろ観覧船事務所に出勤

し、アルコールチェックを行ったのち、運航管理関係者からそれ

ぞれＡ船及びＢ船に乗り、狩り
．．

下り
．．

で観覧することを聞いた。 

(4) 乗船中の旅客への注意事項の説明等に関する情報 

 旅客が乗船した際、船首部に配置された乗組員が乗船中の注意

事項を説明することとなっており、本事故当日は、乗組員Ａ及び

乗組員Ｂが小型船舶用救命クッションの使用方法等の注意事項を

日本語で説明していた。 

 Ｂ船の負傷した旅客２名は、外国人であった。 

(5) 運航中止等に関する情報 

 安全統括管理者は、本事故後、連続して下ってくる鵜飼船の動

きに合わせて観覧船の船団が連続して本件河原から出航していた

ので、途中で狩り
．．

下り
．．

を中断させるのが難しいと思い狩り下り
．．．．

を

中断しなかったが、インターネットで雨雲の接近を認めて気象が

急変する可能性があると思った時点で、狩り下り
．．．．

を中断すべきで

あったと思った。 

(6) 櫂及び竿に関する情報 

 観覧船には、櫂及び竿のみを使用する船舶、船外機を装備でき

る船舶、船外機を装備した船舶があり、Ａ船は船外機を装備でき

る船舶であったが船外機を装備しておらず櫂及び竿を使用してお

り、Ｂ船、Ｃ船及びＤ船は櫂及び竿のみを使用する船舶であっ

た。 

 櫂は、各船に装備されていたが、竿は、各乗組員が竹を加工し

て製作していた。（写真５参照） 

 

 

 

 

 

 

写真５ 櫂及び竿 
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(7) 連絡手段に関する情報 

 観覧船は、携帯式の無線機を装備しており、Ｂ船が乗り揚げた

場所は、観覧船事務所から通話可能な範囲内であった。 

 船長Ｂは、本事故時、無線機を船尾部の柱に掛けており、流さ

れていたときは櫂で操船していたので両手が塞がり、無線機で通

話することができなかった。（写真６参照） 

 

 

 

 

写真６ 無線機 

 

(8) 救命設備に関する情報 

 観覧船には、小型船舶用救命クッション（東洋物産株式会社

製、型式：ＴＣ－３、桜マークあり）が設備されており、希望す

る者には、小型船舶用救命胴衣を貸与していた。（写真７参照） 

 

 

 

 

 

 

写真７ 小型船舶用救命クッション 

 

 Ａ市は、観覧船の船長に胴巻き式の膨張式救命胴衣（株式会社

オーシャンライフ製、型式：オーシャンＷＲ－１、桜マークあ

り）を貸与し、同胴衣は各船長が管理することとなっていた。（写

真８参照） 

 

 

 

 

 

 

 

写真８ 乗組員の救命胴衣 

 

(9) 訓練等に関する情報 

 Ａ市は、落水者の救助方法を定めて訓練を行っていたものの、

多数の観覧船が流された場合の対応方法、救助方法等を検討して
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おらず、訓練も行っていなかった。 

 Ａ市は、船長等が落水した場合の対応方法、救助方法等を検討

しておらず、訓練も行っていなかった。 

(10) 乗組員の教育、訓練等に関する情報 

 Ａ市は、乗組員をＡ市の会計年度任用職員として採用してお

り、新規に採用した場合、約２０時間の実技及び座学の研修を 

行ったのち、試験に合格した者を観覧船の舳乗りとして乗船させ

ていた。また、舳乗りとして１２０日以上乗船したのち、試験に

合格した者を船長（艫乗り）として乗船させていた。 

 船長Ｂは、平成１６年にＡ市に乗組員として採用され、平成 

２０年から船長として乗船するようになった。 

 乗組員Ｂは、令和３年にＡ市に乗組員として採用された。 

(11) 運輸局による指導等に関する情報 

 運輸局は、令和５年８月２２日及び９月４日に立入検査を実施

し、１０月１２日に、気象及び水象が一定の条件に達するおそれ
．．．

があると認める時は運航中止の措置を採ること、気象及び水象に

関する情報を把握することなどを指導した。 

 Ａ市は、１１月１０日、予測水位情報、気象情報を監視し、天

候の急変に備えるとともに、天候の急変やその予兆を把握した場

合は、運航中止を判断して船長等に連絡すること、安全教育訓練

等を実施することなどを運輸局に報告した。 

なお、Ａ船及びＢ船は、ろかい
．．．

のみをもって運転していたもの

の、Ａ市が船外機で運転する観覧船も運航していたので、Ａ船、

Ｂ船等のろかい
．．．

のみをもって運転する船舶を含めてＡ市に海上運

送法が適用されていた。 

(12) その他の情報 

 観覧船は、旅客区画を覆う屋根が設置されており風の影響を受

けやすい構造であった。 

 船長Ｂは、Ｂ船等の大型の観覧船には、本事故のような緊急時

に対応できるよう、舳乗りの乗組員も十分な経験を有する者を乗

船させた方がよいと本事故後に思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

 

（１件目の事故）あり、（２件目の事故）あり 

（１件目の事故）なし、（２件目の事故）なし 

（１件目の事故）あり、（２件目の事故）あり 

（１件目の事故） 

Ａ船は、強い東風を船尾方から受ける状況下、西進中、本件河原に

接近しようと考えた船長Ａの指示を受けた乗組員Ａが竿を川下側にさ
．

し
．
たことから、強い東風及び水流により川下に流されていたＡ船の力

が竿に掛かり同竿が折れて乗組員Ａが右手を負傷したものと考えられ
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る。 

（２件目の事故） 

(1) 事故発生に関する分析 

 Ｂ船は、強い東風を船尾方から受ける状況下、西進中、船長Ｂ

が本件河原に避難しようと竿をさす
．．

などしたものの本件河原に接

近することができず、進路及び船体の姿勢が制御できないまま流

されたことから、長良橋と金華橋との間の右岸に接近し、同右岸

に設置されていた消波ブロックに衝突したものと考えられる。 

(2) 本件河原からの出航判断に関する分析 

 船長Ｂは、本件河原を出航する際、風が強かったが狩り下り
．．．．

が

可能と判断し、また、急激に天候が悪化するとは思わなかったこ

とから、本件河原を出航したものと考えられる。 

 船長Ｂは、本件河原を出航する前に、雨雲が接近していること

を知らなかったことから、本件河原を出航後に急激に天候が悪化

するとは思っていなかったものと考えられる。 

 安全統括管理者は、インターネットで雨雲が接近していたこと

は認めたものの、狩り下り
．．．．

では連続して下ってくる鵜飼船の動き

に合わせて観覧船の船団が連続して本件河原から出航していたの

で狩り
．．

下り
．．

を中断するのが難しいと思ったことから、Ｂ船等の本

件河原からの出航の中止を指示しなかったものと考えられる。 

(3) 流されている間の操船等に関する情報 

 Ｂ船は、旅客区画を覆う屋根が設置されており、風の影響を受

けやすい構造であったことから、強い東風を受ける状況下では、

船長Ｂの櫂等の人力のみで進路及び船体の姿勢を制御することが

困難であったものと考えられる。 

 船長Ｂは、視界が悪くて適切な錨の投入場所を特定することが

できず、また、錨を投入した場合に転覆するおそれ
．．．

があると思っ

たことから、錨を投入しなかったものと考えられる。 

（１件目及び２件目の事故） 

(1) 気象等の情報入手に関する分析 

 安全統括管理者、運航管理者、船長Ａ及び船長Ｂは、水位及び

天気予報をインターネット等で確認していたものの、雷注意報、

竜巻注意情報が発表されていたことを知らなかったものと考えら

れる。 

(2) 救助に関する分析 

 Ａ市は、長良橋より川下に観覧船が流されないように長良橋付

近に３隻の警備船を配備していたものの、同警備船はＡ船及びＡ

船の船団の他の１隻の観覧船を救助していたことから、Ｂ船の船

団の観覧船を長良橋付近で停止させ、救助することができなかっ

たものと考えられる。 
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 Ａ市は、落水者の救助方法を定めて訓練を行っていたものの、

多数の観覧船が流された場合の対応方法、救助方法等を検討して

おらず、訓練も行っていなかったものと考えられる。 

 Ａ市は、船長等が落水した場合の対応方法、救助方法等を検討

しておらず、訓練も行っていなかったものと考えられる。 

 船長Ｂが落水したのち自力で本船に這い上がり、操船を継続し

たことは、被害の拡大防止に寄与したものと考えられる。 

原因 （１件目の事故） 

本事故は、Ａ船が、強い東風を船尾方から受ける状況下、西進中、

本件河原に接近しようと考えた船長Ａの指示を受けた乗組員Ａが竿を

川下側にさし
．．

たため、強い東風及び水流により川下に流されていたＡ

船の力が竿に掛かり同竿が折れたことにより発生したものと考えられ

る。 

（２件目の事故） 

 本事故は、Ｂ船が、強い東風を船尾方から受ける状況下、西進中、

船長Ｂが本件河原に避難しようと竿をさす
．．

などしたものの本件河原に

接近することができず、進路及び船体の姿勢が制御できないまま流さ

れたため、長良橋と金華橋との間の右岸に接近し、同右岸に設置され

ていた消波ブロックに衝突したものと考えられる。 

再発防止策  Ａ市は、本事故後、同種事故の再発防止のため次の措置を採った。 

 ・気象情報を入手する担当者を配置することとした。 

・安全統括管理者及び運航管理者に加えて、鵜飼観覧の現場にいる

運航管理補助者も危険と判断した場合、運航を中止することがで

きることとした。 

・観覧船が流された場合の安全な着岸場所を検討し、同場所を示し

た地図を作成して船長等に周知した。 

・次の「鵜飼開催中の天候急変対応訓練」を実施し、安全教育等も

実施することとした。 

(1) 水の流れ、風が強い場合の対処方法 

  ① 旅客への救命具装着の再案内 

  ② 観覧船連結ロープの外し方 

  ③ 観覧船の退避の方法 

  ④ 接岸方法 

  (2) 流された時の対処方法 

  ① 錨の打ち方 

  ② 警備船でのえい
．．

航方法 

(3) 状況に応じた櫂・竿の使い方 

(4) 定期的な気象情報確認及び伝達 

今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 
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・運航管理者等は、気象警報等の発表の有無を確認し、竜巻注意情

報等が発表された場合、継続して雨雲の動き等を入手し、船長等

の関係者に提供すること。 

・運航管理者等は、竜巻注意情報等が発表された状況下、雨雲の接

近等の天候急変の兆候がある場合、直ちに運航の可否を判断し、

船長に指示すること。 

・河川で旅客船を運航する事業者（以下「河川旅客運送事業者」と

いう。）は、旅客船が流された場合の対応方法、救助方法等を検

討してマニュアル等を作成し、訓練を実施すること。 

・河川旅客運送事業者は、ろかい
．．．

のみで運航する旅客船の船長等が

落水した場合の対処方法、救助方法等を検討してマニュアル等を

作成し、訓練を実施すること。 

・河川旅客運送事業者は、屋根が設置されたろかい
．．．

のみで運航する

旅客船は風の影響を受けやすいため、安全管理規程の運航中止等

の判断基準に具体的な風速の基準を定めること。 

・外国人観光客が乗船する可能性がある旅客船の運航者は、乗船中

の注意事項等を英語等で表記した文書を作成し、船内への掲示、

外国人観光客への配布等を行うことが望ましい。 



- 15 - 

付図１ 事故発生経過概略図（Ａ船） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※国土地理院 Web サイト地図を加工して制作 

 

 

付図２ 事故発生経過概略図（Ｂ船） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※国土地理院 Web サイト地図を加工して制作 

 

乗船場 

本件河原 
Ａ船を引き揚げた場所 

事故発生場所 

（令和５年８月１９日 

２０時０５分ごろ発生） 

乗船場 

本件河原 
Ｂ船を引き揚げた場所 

Ｂ船が乗り

揚げた場所 

事故発生場所 

（令和５年８月１９日 

２０時２０分ごろ発生） 
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Ｃ船停止場所 
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観覧船事務所 

観覧船事務所 

早田東四等三角点 

長良福光四等三角点 
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付図３ Ｂ船の柱、安全棒の損傷状況 
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安全棒破損 


